
ランク別業者名（管工事・水道施設）

業者名 電話番号

（株）常盤建設 ３５－０８７２

（株）岩野建設 ２３－３３０２

　永吉建設（株） ３２－３１８１

（株）丸善産業 ２５－５２００

（株）丸新建設 ３２－２２２７

（株）後迫組 ２５－３１１１

（株）藏薗組 ３５－２２３１

（株）福尚 ２２－４５２９

（有）上林山組 ２５－５５１５

（株）市山組 ３５－９３２１

（株）西園組 ２５－２５１７

（株）出口組 ２６－２１０５

（有）和田水道 ２２－４５２２

（株）東水道工業 ３５－２４４７

（有）丸山水道工務店 ２３－３１３１

（株）福ケ迫建設 ３４－１８２２

（有）建龍 ３２－２２２８

（有）丸栄設備 ２３－２６９４

　西設備 ３４－１１７６

　中村設備 ２２－３０１３

（有）指宿工業所 ２２－３５３０

　指宿市水道事業の発注する水道工事の指名資格を得ようとする業者は，次の各号に掲げる

全ての要件に適合しなければならない。

（１）指宿市の建設工事に係る競争入札参加資格者として，名簿に登録されていること。

（２）建設業法に規定する管工事または水道施設工事の許可を受けていること。

（３）指宿市内の業者であること。

（４）指宿市水道事業の修理当番店制度に１年以上加入していること。

令和４・５年度水道工事入札参加資格における格付基準（水道事業）

適用　令和４年４月１日～令和６年３月３１日
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